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＜三越伊勢丹システム・ソリューションズ支部 支部大会議事日程＞ 
 

 

 
 

  

1. 議長団選出 支部書記長

2. 書記任命 支部大会議長

3. 開会宣言 支部大会議長

4. 議事運営委員選出 支部大会議長

5. 成立確認　資格審査報告 支部大会議事運営委員長

6. 議事日程発表・承認 支部大会議事運営委員長

7. 議題開会宣言 支部大会議長

第一号議案

Ⅰ. 2023年6月度　社員　賞与要求

Ⅱ. 2023年6月度　メイト社員　賞与要求

Ⅲ. 2023年6月度　スペシャリティスタッフⅠ 賞与要求

Ⅳ. 2023年6月度　スペシャリティスタッフⅡ 賞与要求

Ⅴ. 2023年6月度　エルダースタッフⅢ 賞与要求

Ⅵ. 2023年6月度　エルダースタッフⅣ 賞与要求

第二号議案

Ⅰ. 2023年度賞与交渉における業績評価指標

8. 議事終了宣言 支部大会議長

9. 支部執行委員長挨拶 支部執行委員長

10. 閉会宣言 支部大会議長

日程： 2023年5月15日（月）13:00より

開場： オンライン会議

構成員： 支部大会代議員・支部役員

本部執行委員・監査委員
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＜労使通年協議とは＞ 
 

 

 

 

 

 

 

＜労使通年協議 推進のイメージ＞ 
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＜賞与要求 年間の審議スケジュールと今回のテーマの位置づけ＞ 

●2023 年 6 月度賞与交渉においては、2022 年度の交渉方針に基づいて交渉をおこないます。 

●来たる 2023 年 12 月賞与・2024 年 6 月賞与（まとめて 2023 年度賞与といいます）の交渉にむけて、業績評価指標を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜2023 年 6 月度賞与 審議スケジュール＞ ＜賞与交渉のイメージ＞ 

4 月 17 日 IMS 支部執行委員会 

4 月 20 日 本部執行委員会 

4 月 26 日 IMS 支部評議員会 

5 月 1 日-12 日 IMS 支部メンバーズ VOICE 

5 月 15 日 IMS 支部大会 

5 月 19 日 労使協議会 
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＜2023 年 6 月度賞与 ならびに 2023 年度賞与交渉における業績評価指標 議案書（案）＞ 

I. IMS を取り巻く環境 ............................................................................................................................................. 6 

1． 三越伊勢丹グループの状況 .......................................................................................................................................................................................................................................... 6 
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（2） 2023 年度の動向 ................................................................................................................................................................................................................................................. 14 

3． 労働組合の考え方 .................................................................................................................................................................................................................................................... 15 

II. 2023 年 6 月度賞与要求 審議決定事項 ........................................................................................................ 16 
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（5） 2023 年 6 月度 エルダースタッフＥⅠ・ＥⅡ 賞与要求 ........................................................................................................................................................................................... 26 
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III. 2023 年度（2023 年 12 月度・2024 年 6 月度）賞与交渉における業績評価指標 審議決定事項 ................... 31 

1． 賞与交渉における業績評価指標の位置づけ ................................................................................................................................................................................................................ 31 

2． 2023 年度賞与交渉における業績評価指標の案 ......................................................................................................................................................................................................... 31 
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I. IMS を取り巻く環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 三越伊勢丹グループの状況 

 

連結業績について 

 百貨店業は引き続き基幹店が好調に推移し、期中に売上・利益の上方修正をおこないました。 

 今年度は中期経営計画の初年度として再生の確度を高めるとともに展開を仕込む一年に位置付けられています。 

 24 年度には統合後の過去最高益となる営業利益 348 億円を超える利益水準を目指します。 

 

＜連結業績 第 3 四半期（単位：億円）＞                ＜連結計画 22 年度通期（第 3 四半期時点）（単位：億円）＞ 

 

 

●グループの状況としては、百貨店業において基幹店が好調に推移したことをうけ、売上・利益の上方修正をおこない、通期では 260 億円の営業利益を見込

んでいます。ひきつづき、2024 年度の統合後の過去最高益となる営業利益達成をめざします。 

●IMS の状況としては、2022 年度はデータ・システム基盤の安定・安全な運行に軸足をおき取り組みをすすめてきました。今後の戦略において重要な新

BtoB においては、目標未達ではありますが、受注に至るケースもできてきており、今後にむけて重要な一歩を踏み出しました。業績としては 0.4 億円の期初目

標に対し 3.1 億円の着地となりました。 

ポイント 
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＜セグメント別業績 第 3 四半期累計（単位：億円）＞ 
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国内百貨店地域事業会社について 

百貨店業は、コロナによる行動制限の解除等に伴い、入店客数、買上客数が大幅に回復し、売上高は前年実績、計画ともに上回って推移しました。 

また、首都圏店舗を中心に、ラグジュアリーブランド、宝飾・時計等の高額品が好調に推移したこと等により、一人当たりの購買単価については、コロナ以前の 2018 年

度水準を上回りました。 

地域店は回復の遅れは見られるものの構造改革により収益の改善が見られます。 

海外百貨店は、上海でのロックダウン等、中国店舗においては厳しい営業状況が続き、成都伊勢丹は 22 年 12 月をもって営業を終了しました。一方で、アセアン店

舗については、コロナ規制の大半が撤廃され、来店客数が大幅に回復し、売上、営業利益ともに前年実績、計画を大きく上回り好調に推移しました。22 年 11 月 18

日には、フィリピン・マニラの複合施設「ザ・シーズンズレジデンス」の地下１階～地上３階に、「ＭＩＴＳＵＫＯＳＨＩ ＢＧＣ」を開業しました。 

 

＜国内百貨店業 業績について 第 3 四半期 単位：百万円＞ 
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セグメント別業績について 

クレジット・金融・友の会業では、グループ顧客への金融付帯サービスの拡充、金融商品の提案の強化をおこないました。株式会社エムアイカードは、消費活動の活発

化によりクレジットカード取扱高が前年実績を上回りました。特に、旅行・飲食領域等での利用が回復し、百貨店外での取扱高については 2018 年度水準を上回りまし

た。今後も、クレジットカード会員の新規獲得と利用促進に取り組み、一層の収益拡大を目指していきます。 

不動産業ではグループ保有の優良不動産を活用した収益性の高い事業機会創出に向けて取組みを進めます。株式会社三越伊勢丹プロパティ・デザインは、主要

事業の建装事業において、コロナ禍で工事延期となっていた案件の完工増加や新規受注の拡大等により、前年実績に対し増収となりました。 

 

＜関連会社 業績について 第 3 四半期 単位：百万円＞ 
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グループ中期経営計画の進捗について 

2022 年度の営業利益としては 260 億円の着地を見込んでいます（2023 年 2 月グループ IR 資料より）。2024 年度営業利益については当初計画通りの 348

億円を見据えています（2022 年 11 月グループ IR 資料より）。 

2022 年度は「百貨店の再生」をさらに進めながら、次期 3 ヶ年計画で目指す「グループ企業による連邦戦略」の展開フェーズへとスムーズに移行するための重要な年

度という位置づけでした。 

再生フェーズでは売上の回復と収支構造改革による経費コントロールで営業利益が創出できる事業構造に変革を図っています。 

一方で、再生フェーズとから展開フェーズに移行していくことを見据え、「グループ連邦戦略」の取り組みを着々と進めています。 

 

＜中長期 利益ステップ（2022 年 11 月グループ IR 資料より）＞ 

 
＜2022 年度の戦略上の位置づけ＞                         ＜グループ連邦の取り組み＞ 
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2． 三越伊勢丹システム・ソリューションズの動向 

IMS の中期経営計画について（IMS VISION 2030） 

IMS は 2021 年度に事業会社化を宣言し、2030 年には売上高 300 億円を目指しています。そのおおきな方針のもと中期経営計画を策定しています。中期経営

計画においては、デジタルサービス・チャネル開発ならびに ICT 構造改革によってグループに貢献するとともに、新 BtoB 事業の開発と拡大を以て連邦戦略へ貢献し、事

業会社として自立した状態をめざしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※224QIMS 中期経営計画からの抜粋 

 

＜次のページへつづく＞ 

  

＜IMS 中期経営計画 戦略マップ＞ 

①②によって経験・ノウハウを積み上げ、③新 BtoB 事業へ繋げて収益をあげていきます。 
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※224QIMS 中期経営計画からの抜粋 

 

＜新 BtoB 事業の開発と拡大 収益構造の展望＞ 

2030 年の外販売上 100 億円を見据え、サブスクリプション型のビジネスモ

デルを拡大していきます。 

＜目指す姿と方針＞ 

経験・ノウハウ・実績を武器に、外部企業の内製化を支援し、サービスを繋いでいく

「まち化の IT プラットフォーム」を提供します。 
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2022 年度  IMS 戦略進捗 

2022 年度は IMS 全体としてシステムの安定化・安全運行にとりくみながら、各種取り組みについても着実に進めてきました。安定・安全の観点のもと、全ての本番作

業について、実務レベルでの情シス-IMS の作業内容・影響確認ならびに部長への事前共有を必須として作業をすすめ、期中の障害対応を乗り越えながら、サロン・デ

ュ・ショコラなどの重要イベントについては期間中のレベル 3 以上障害 0 件を達成しました。そのほか、構造改革についてはデータセンタの移行をはじめとする各種インフラの

取り組みやアプリケーションのモダナイズをすすめ、地方での中途採用の開始であったり、今後の戦略のかなめとなる新 BtoB 事業についても PM 支援サービスや小売共通

プラットフォームサービスの開始に至っています。 

 

2022 年度 IMS 業績の着地 

業績としては当初予算上の営業利益が 0.4 億円であったところから、売上が若干予算を下回るものの 3.1 億円の着地となりました。上振れ分については、未実施と

なった案件などが含まれています。 

 

 

 
 

  

※参考：実績推移（億円） 2019年度 2020年度 2021年度

期初予算 最終実績 実績 実績 実績

売上高 130.8 129.3

内販 124.0 123.1

外販 6.8 6.2

売上原価 125.9 121.8 売上原価 143.0 135.9 119.3

マシン費 47.4 45.7 マシン費 51.0 50.7 46.1

労務費 17.1 16.1 労務費 16.9 14.7 15.0

外注費 43.5 37.8 外注費 53.8 52.0 54.2

減価償却費 46.1 45.0

経費 4.5 3.9

ソフト・仕掛振替 -32.9 -27.0 ソフト・仕掛振替 -42.4 -39.9 -44.2

仕入高 0.2 0.4 仕入高 0.5 0.4 0.4

販売管理費 4.5 4.5 販売管理費 4.8 5.9 3.7

営業利益 0.4 3.1 営業利益 9.5 4.4 2.6

2022年度（億円）

125.7146.2157.3売上高

47.758.163.2減価償却費等

＜2022 年度 IMS の業績着地と直近 3 か年の推移＞ 
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引き続き、グループの中期経営計画の実現に向け、IMS の戦略マップに基づいたアクションの完遂をおこないます。 

 

IMS にとって 2023 年度は、DX 推進のため、システム・データ基盤のモダナイズならびにグループにおける IT コストの最適化を推進していく『ICT 構造改革の集大成』の

期間であり、さらに、グループ内での ICT 構造改革の経験・ノウハウを商品・サービスとして他企業の課題解決に応用し外貨を得る 『事業会社化に向けた基盤づくり』の

期間という位置づけです。 

 

予算としては下の表のとおりです。百貨店売上を押し上げの要因として売上の拡大を見込んでいます。売上原価についてはライセンスの値上がりや為替の影響のほか、

外部委託先との取組やエンジニア採用等を見込んでいます。また投資としては 37 億円を見込んでいます。営業利益については 5.5 億円を見込んでいる状況です。 

 

 

 

  

2023年度（億円）

期初予算

売上高 135.3

内販 129.3

外販 6.0

売上原価 124.6

マシン費 48.5

労務費 19.7

外注費 46.9

減価償却費 41.7

経費 4.4

ソフト・仕掛振替 -37.0

仕入高 0.4

販売管理費 5.2

営業利益 5.5

＜2023 年度 IMS の予算＞ 
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3． 労働組合の考え方 

 

中長期的な時間軸での捉えとして、グループには「百貨店業界を取り巻く環境は人口減少･少子高齢化の加速により､市場規模は縮小傾向であること」という大きな課

題があります。そのうえで、「高所得者層と金融資産を多く持つ世帯の増加も想定される」ため、「『個人消費の中で､生活にこだわりを持ち､上質で豊かな生活を求める

お客さま』に対してご利用いただける余地の拡大をおこなうために、従来のビジネスモデルを転換する」ためのグループの戦略、ならびに IMS の戦略がある、という位置づけ

になっています。 

 

このような厳しい環境の中ではありますが、2022 年度は、コロナ禍にともなう行動制限の解除によって人流や景気が戻り、グループの連結営業利益予測が上方修正さ

れるなど、明るい材料がありました。一方で、ウクライナ情勢の長期化にともない、想定外の物価上昇がおきており、わたしたちの生活が圧迫されています。IMS は今期の

営業利益目標を達成する見込みであり、戦略的に重要である新 BtoB 事業についても、取り組みが受注につながるなど前向きな成果が出はじめています。 

 

以上から、IMS を取り巻く環境については、短期的にはグループ業績の見通しの上方修正に次ぐ上方修正など比較的順調と言えますが、中長期的には百貨店業

界の動向や社会経済環境をふまえると、先行きの不透明感を重く受け止める必要があると言えます。労働組合は「わたしたちの幸せを創造し続けること」を変わらな

いスタンスとしています。そのうえで今年度の対応においては、取り巻く環境を踏まえたうえで、総合的な労働条件の維持向上を目指していく必要があると考えてい

ます。 

 

賃金要求については、労働条件の維持向上の観点から、継続的に実効性がある水準、という考え方を基に、ベースアップ、定期昇給、初任給・採用賃金、最低賃金の

要求をおこないます。 

 

人事賃金制度については既存制度の納得性の向上や、働き易さの向上にむけた対応をおこないます。ロールレベル認定制度については制度の理解度・納得性向上に

むけた対応をおこないます。根本的な課題解決にむけては、制度のあり方自体の検討も含め、次年度以降も議論を継続します。勤務地を問わない働き方については、

2022 年 10 月以降「地方採用」を開始しました。 

 

働く環境については、業務においてのみならず、メンバーひとりひとりの「ライフ」の充実にも関わる「基盤」と捉え、対応をおこないます。総実労働時間短縮に向けた休日の

追加の対応のほか、コミュニケーションの質の向上・ハラスメント撲滅などの取り組みを通して心理的安全性の向上につとめます。 
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II. 2023 年 6 月度賞与要求 審議決定事項 

 

 

 

 

 

1． 2023 年 6 月度賞与 要求の考え方と方向性 

2021 年 3 月の春の交渉ではグループ労使としての方向性を背景に、賞与が「業績結果にデジタルに連動する仕組み（業績連動賞与）」を廃止し、以降の賞与

交渉は原則「半期要求」でおこなうこととしました。「半期要求」とは支給表と業績評価指標をベースに、12 月度賞与についてはおよそ 10 月～11 月に、翌年 6 月度

賞与についてはおよそ翌年 4 月～5 月に交渉をおこなうことをいいます。 

 

しかしながら 2021 年度賞与（21 年 12 月度・22 年 6 月度）の交渉はコロナウイルス感染症流行を背景とした「グループの業績の過去類をみない悪化」をふまえ、

例外的に「都度要求」をおこなうこととしました。「都度要求」とは半期要求の方式をとらず、支給表や業績評価指標をベースとしない交渉方式のことをさします。 

 

2022 年度賞与（22 年 12 月度・23 年 6 月度）の交渉においても、中期経営計画上のひとつのヤマである 2024 年度の営業利益 350 億円達成にむけて、

IMS を含めたシェアード各社の収益が設備投資等で安定しない状況が予想されたことや、各種業績が改善基調ではあるものの引き続き不透明な状況であることから、

2021 年度と同様に例外的に「都度要求」をおこなうこととしています。2022 年 12 月度賞与交渉においても「都度要求」をおこないました。 

  

 

●これまでの賞与交渉の経緯と、2022 年度の IMS の業績ならびにその背景などを総合的にふまえ、2023 年 6 月度賞与要求においては、支給表通りの水

準での要求をおこないます。 

ポイント 
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＜IMS 支部 賞与交渉方式と支給水準の変遷＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実際のカレンダー 2017 2023

12 翌6 12 翌6 12 翌6 12 翌6 12 翌6 12 翌6

制度の変遷

水準
■支給表

通り

■支給表

通り

※要求

■減額

業績連動賞与支給率

0.599（ステB）

～支給率0.602（ステCt）

■減額

業績連動賞与支給率

0.548

■増額

業績連動賞与支給率

1.010

■増額

業績連動賞与支給率

1.290

■減額

支給率

-21%（ステB）

～-14%（ステCt）

支給賞与

20222021202020192018

2017 2018 2019 2020 2021 2022

業績連動賞与
※固定＋業績連動

支給表をベースに

業績評価指標にもとづいて

必要に応じ見直しをおこなう賞与

▼業績連動賞与廃止 ⇒デジタルには連動させない

▼半期交渉の開始 ⇒年度のはじめに年度分をまとめて交渉する形

であったところ、半期ごとに支給表をベースに交渉をおこなう方式と

なった

▼本給賞与リバランス ⇒年収における本給の割合を上げ、賞与の割

合を下げた

▼2019年12月頃～コロナウイルス流行の開始

▼2020年4月～百貨店休業

グループ業績の悪化を

ふまえた例外的な交渉
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1) で述べたことをふまえ、2023 年 6 月度の賞与についても「都度要求」をおこないます。 

 

そのうえで 2023 年 6 月度賞与については、都度交渉による減額があくまで例外的な対応であったことや、「業績結果にデジタルに連動する仕組み」を廃止してきた経

緯をふまえ、原則として自社業績におおきな変動がみられない場合は、支給表通りの支給水準で要求を組み立てる方針とします。 

 

2022 年度の IMS の営業利益については、3.1 億円という着地でした。 

 

この数値の裏側には、基幹店売上の向上の背景にある「個」への訴求力の向上において DID がパワーを発揮したことや、サロン・デュ・ショコラ 2023 の成功、それらの

背景にある全社的な安定安全運行の取り組みの推進の成果のほか、NC 基盤移行や小型 POS、店舗インフラ移行、データセンタ移行、構造改革、新 BtoB 案件に

おける新規案件獲得などの継続的な取り組みの進捗が含まれます。一方で、投資案件の計画的な実行や、外販の拡大による新たな収益基盤の獲得については課題

が残っています。 

 

よって、これまでの賞与交渉の経緯と、2022 年度の IMS の業績ならびにその背景などを総合的にふまえ、2023 年 6 月度賞与要求においては、支給表通りの水準

での要求をおこないます。 
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2． 2023 年 6 月度賞与 要求内容 

社員 評価分布要求 

●ステージ C-t の賞与を、支給表に基づき平均 B 評価以上を基準として支給することを要求します。 

●ステージ C の賞与を、支給表に基づき平均 B 評価以上を基準として支給することを要求します。 

●ステージ B の賞与を、支給表に基づき平均 B 評価以上を基準として支給することを要求します。 

※ステージ A の賞与は、ステージ B の支給方法に準ずる 

 

社員 賞与支給表 

社員の 2023 年 6 月度賞与については下記の通り要求します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜6月賞与　要求水準＞ ＜12月度賞与　支給水準＞ ＜12月・6月賞与支給表＞

Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ

1.920 1.720 1.620 1.520 1.420 1.320 1.120 1.920 1.720 1.620 1.520 1.420 1.320 1.120 1.920 1.720 1.620 1.520 1.420 1.320 1.120

＜6月賞与　要求水準＞ ＜12月度賞与　支給水準＞ ＜12月・6月賞与支給表＞

Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ

2.365 1.965 1.815 1.665 1.515 1.365 0.965 2.365 1.965 1.815 1.665 1.515 1.365 0.965 2.365 1.965 1.815 1.665 1.515 1.365 0.965

＜12月度賞与　支給水準＞ ＜12月賞与支給表＞

支給ヶ月 支給ヶ月

1.500 1.500

＜6月賞与　要求水準＞ ＜6月賞与支給表＞

Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ

3.130 2.530 2.230 1.930 1.630 1.330 0.730 3.130 2.530 2.230 1.930 1.630 1.330 0.730

＜12月度賞与　支給水準＞ ＜12月賞与支給表＞

支給ヶ月 支給ヶ月

1.500 1.500

＜6月賞与　要求水準＞ ＜6月賞与支給表＞

Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ＋ Ｂ Ｂ－ Ｃ Ｄ

3.960 2.960 2.610 2.260 1.910 1.560 0.560 3.960 2.960 2.610 2.260 1.910 1.560 0.560

ス

テ

ー

ジ

A
賞与評価別支給ヶ月

参考：2022年12月度賞与　支給水準

ス

テ

ー

ジ

C

t

賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｃ

賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｂ

ス

テ

ー

ジ

A

2023年6月度賞与　要求水準

ス

テ

ー

ジ

C

t

賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｃ

賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｂ
賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

A
賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｂ
賞与評価別支給ヶ月

ス

テ

ー

ジ

Ｃ

賞与評価別支給ヶ月

参考：交渉のベースとなる年間の賞与支給表

ス

テ

ー

ジ

C

t

賞与評価別支給ヶ月

＜2023 年 6 月度賞与 要求水準＞ ＜参考情報：2022 年 12 月度賞与 支給水準／交渉のベースとなる年間の賞与支給表＞ 
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社員 賞与支給細則 

社員の賞与支給対象・基準日・支給方法は、以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者 

 

＜基準日＞ 

本給・階層は、2023 年 3 月 31 日現在とします。 

2023 年 4 月 1 日入社者は 4 月 1 日現在とします。 

2023 年 4 月 1 日にメイト社員から社員に転換した者は 4 月 1 日現在とします。 

2022 年 4 月にスペシャリティスタッフⅡから社員転換した者の 2022 年 6 月賞与については、それまで結んでいたスペシャリティスタッフⅡの個別雇用契約に基づき支給

します。 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 6 月 1 日までにエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給します。 

 

＜支給方法＞ 

＊期間中欠勤、産休、休職のない者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

＊期間中欠勤、産休、休職のある者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

  ×（出勤日数/所定労働日数） 

欠勤の算定期間は、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。欠勤日数・休職日数等（育児休職・介護休職、その他の無給の休暇・休職等も

含む）は期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

＊支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 

 

＜その他＞ 

●2023 年 4 月 1 日付入社者の基本賞与について 

全階層、以下のとおり賞与支給されることを要求します。 

  ＜2023 年 4 月 1 日付入社者＞ 

  本給×0.50 ヶ月 
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●メイト社員から社員転換した場合の初回基本賞与について 

2023 年 4 月 1 日以降でメイト社員から社員に転換した者の 2023 年 6 月度賞与については、以下のとおり賞与支給されることを要求します。 

 ＜2023 年 4 月 1 日付転換者＞ 

  本給×1.00 ヶ月 

 

●スペシャリティスタッフⅡから社員転換した場合の初回基本賞与について 

2023 年 4 月 1 日以降にスペシャリティスタッフⅡから社員に転換した者の 2023 年 6 月賞与については、スペシャリティスタッフⅡの個別雇用契約に基づき支給するこ

とを要求します。 
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メイト社員 評価分布要求 

賞与を、支給表に基づき評価「B」を基準として分布することを要求します。 

 

メイト社員 賞与支給表要求 

メイト社員の 2023 年 6 月度賞与については下記の通り要求します。 

 

 

 
 

メイト社員 賞与支給細則 

メイト社員の賞与支給対象・基準日・支給方法は、以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者 

 

＜基準日＞ 

本給・階層は、2023 年 3 月 31 日現在とします。 

ただし、2023 年 4 月 1 日入社者は 4 月 1 日現在とします。 

なお、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 6 月 1 日までにエルダースタッフに転換した者は、エルダースタッフとしての賞与を支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜6月賞与　要求水準＞ ＜12月賞与　要求水準＞ ＜12月・6月賞与支給表＞

Ｓ A Ｂ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ Ｃ Ｄ Ｓ A Ｂ Ｃ Ｄ

1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000

2022年12月度賞与　要求水準

メ

イ

ト

賞与評価別支給ヶ月

参考：交渉のベースとなる年間の賞与支給表

メ

イ

ト

賞与評価別支給ヶ月

2023年6月度賞与　要求水準

メ

イ

ト

賞与評価別支給ヶ月

＜2023 年 6 月度賞与 要求水準＞ ＜参考情報：2022 年 12 月度賞与 支給水準／交渉のベースとなる年間の賞与支給表＞ 
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＜支給方法＞ 

＊期間中欠勤、産休、休職のない者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

＊期間中欠勤、産休、休職のある者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

  ×（出勤日数/所定労働日数） 

欠勤の算定期間は、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。欠勤日数・休職日数等（育児休職・介護休職、その他の無給の休暇・休職等も

含む）は期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

＊支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 

 

＜2023 年 4月 1日付入社者の基本賞与について＞ 

以下のとおり支給されることを要求します。 

  ＜2023 年 4 月 1 日付入社者＞ 

  本給×0.50 ヶ月 

 

＜その他＞ 

＊2023 年 4 月 1 日付けでフェロー社員からメイト社員へ転換したものの 6 月賞与は、メイト社員本給×1.10 ヶ月を支給する。 

＊支給方法等の細部については、労使協議の上決定する。 
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スペシャリティスタッフⅠ 賞与支給要求 

2023 年 6 月の賞与を以下のとおり支給することを要求します。 

スペシャリティスタッフⅠの賞与を個別雇用契約に従って支給することを要求します。 

 

スペシャリティスタッフⅠ 賞与支給細則 

スペシャリティスタッフⅠの賞与支給対象・基準日・支給方法は、以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者 

 

＜基準日＞ 

本給・階層は、2023 年 3 月 31 日現在とします。 

2023 年 4 月 1 日入社者は 4 月 1 日現在とします。 

 

＜支給額＞ 

個別の雇用契約に従って支給します。 

 

＜支給方法＞ 

個別の雇用契約に従い、勤務期間中の出勤日数に応じ支給します。 

勤務期間中に欠勤・産休・休職がある場合は日割りして按分して支給します。 

 

＜その他＞ 

支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 
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スペシャリティスタッフⅡ 賞与支給要求 

2023 年 6 月の賞与を以下のとおり支給することを要求します。 

スペシャリティスタッフⅡの賞与を個別雇用契約に従って支給することを要求します。 

 

スペシャリティスタッフⅡ 賞与支給細則 

スペシャリティスタッフⅡの賞与支給対象・基準日・支給方法は、以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで勤務し、引き続き支給当日在籍している者 

 

＜基準日＞ 

本給・階層は、2023 年 3 月 31 日現在とします。 

2023 年 4 月 1 日入社者は 4 月 1 日現在とします。 

 

＜支給額＞ 

個別の雇用契約に従って支給します。 

 

＜支給方法＞ 

個別の雇用契約に従い、勤務期間中の出勤日数に応じ支給します。 

勤務期間中に欠勤・産休・休職がある場合は日割りして按分して支給します。 

 

＜その他＞ 

支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 
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エルダースタッフＥⅠ・ＥⅡ 賞与支給要求 

●月例本給のみなし 1 か月分の賞与を要求します。 

●一定以上の評価の者に対し、賞与評価加算の実施を要求します。 

・S 評価加算：0.40 ヶ月 

・A 評価加算：0.20 ヶ月 

※評価分布の結果については労使で確認をおこないます。目標管理による評価制度ではありません。 

 

エルダースタッフＥⅠ・ＥⅡ 賞与支給細則 

エルダースタッフＥⅠ・ＥⅡの基本賞与支給対象・基準日・支給方法は以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで社員またはエルダースタッフＥⅠ・ＥⅡとして勤務し、6 月 1 日時点でエルダースタッフＥⅠ・ＥⅡであり、かつ引き続

き支給当日に在籍している者。 

 

＜基準日＞ 

本給は、2023 年 6 月 1 日現在のものとします。なお、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 6 月 1 日までにエルダースタッフＥⅠ・ＥⅡに転換したものは、エルダースタッ

フＥⅠ・ＥⅡとしての賞与を支給します。 

 

＜支給方法＞ 

＊期間中欠勤、産休、休職のない者 

 本給※×（資格別評価別支給ヶ月） 

＊期間中欠勤、産休、休職のある者 

 本給※×（資格別評価別支給ヶ月） 

  ×（出勤日数/所定労働日数） 

 

欠勤の算定期間は、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。欠勤日数・休職日数等（育児休職・介護休職、その他の無給の休暇・休職等も

含む）は期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 

※支給額は、みなし月例本給×評価別支給ヶ月とし、みなし月例本給は、時給×週契約時間×52 週÷12 ヶ月で算出するものとします。 
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＜2023 年 4月 1日付入社者の基本賞与について＞ 

以下のとおり支給します。 

  ＜2023 年 4 月 1 日付入社者＞ 

  みなし月例本給×0.50 ヶ月 

 

＜その他＞ 

＊支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 
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エルダースタッフＥⅢ 賞与支給要求 

●月例本給のみなし 1 か月分の賞与を要求します。 

●一定以上の評価の者に対し、賞与評価加算の実施を要求します。 

・S 評価加算：0.40 ヶ月 

・A 評価加算：0.20 ヶ月 

※評価分布の結果については労使で確認をおこないます。目標管理による評価制度ではありません。 

 

エルダースタッフＥⅢ 賞与支給細則 

エルダースタッフＥⅢの基本賞与支給対象・基準日・支給方法は以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで社員またはエルダースタッフＥⅢとして勤務し、6 月 1 日時点でエルダースタッフＥⅢであり、かつ引き続き支給当日

に在籍している者。 

 

＜基準日＞ 

本給は、2023 年 6 月 1 日現在のものとします。なお、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 6 月 1 日までにエルダースタッフＥⅢに転換したものは、エルダースタッフＥⅢ

としての賞与を支給します。 

 

＜支給方法＞ 

＊期間中欠勤、産休、休職のない者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

＊期間中欠勤、産休、休職のある者 

 本給×（資格別評価別支給ヶ月） 

  ×（出勤日数/所定労働日数） 

欠勤の算定期間は、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までとします。欠勤日数・休職日数等（育児休職・介護休職、その他の無給の休暇・休職等も

含む）は期間中の休日・連続休暇等を除く実質日数とし、それにより出勤日数を算出する。 
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＜2023 年 4月 1日付入社者の基本賞与について＞ 

以下のとおり支給します。 

  ＜2023 年 4 月 1 日付入社者＞ 

  本給×0.50 ヶ月 

 

＜その他＞ 

＊支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 
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エルダースタッフＥⅣ 賞与支給要求 

2023 年 6 月の賞与を以下のとおり支給することを要求します。 

エルダースタッフⅣの賞与を個別雇用契約に従って支給することを要求します。 

 

エルダースタッフＥⅣ 賞与支給細則 

エルダースタッフＥⅣの基本賞与支給対象・基準日・支給方法は以下のように要求します。 

＜支給対象＞ 

2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日まで社員またはエルダースタッフＥⅣとして勤務し、6 月 1 日時点でエルダースタッフＥⅣであり、かつ引き続き支給当日

に在籍している者。 

 

＜基準日＞ 

本給は、2023 年 6 月 1 日現在のものとします。なお、2022 年 10 月 1 日から 2023 年 6 月 1 日までにエルダースタッフＥⅣに転換したものは、エルダースタッフＥⅣ

としての賞与を支給します。 

 

＜支給額＞ 

個別の雇用契約に従って支給します。 

 

＜支給方法＞ 

＊期間中欠勤、産休、休職のない者 

 個別の雇用契約に従って支給します。 

＊期間中欠勤、産休、休職のある者 

 個別の雇用契約に従って支給します。 

 

＜その他＞ 

＊支給日・支給方法等の細部については、労使協議の上決定します。 
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III. 2023 年度（2023 年 12 月度・2024 年 6 月度）賞与交渉における業績評価指標 審議決定事項 

 

1． 賞与交渉における業績評価指標の位置づけ 

2021 年度より「業績結果にデジタルに連動する仕組みを廃止」する方向性のもと業績連動賞与を廃止し、「半期交渉」をおこなうこととしました。 

 

半期交渉においては、期初に 2021 年度に制定をおこなった「ベースとなる賞与支給表※」をもとに「業績評価指標」を決定します。そのうえで、当該年度の 12 月度

賞与、翌年 6 月度賞与の交渉において、指標に基づいた状況の確認と評価をおこないます。 

※「ベースとなる賞与支給表」については、各雇用形態別賞与要求に記載しています。 

 

2． 2023 年度賞与交渉における業績評価指標の案 

業績評価指標については下記の通りとします。過去に審議決定をおこなった「2021 年度賞与交渉における業績評価指標」の内容そのものですが、現時点の IMS の

状況ならびに今年度の IMS の方向性から、それぞれの交渉の時点での状況を評価するに妥当な指標であると考えられるため、下記の通りとします。 

 

＜2023 年度賞与交渉における業績評価指標＞ 

●HDS 連結営業利益 

IMS は引き続きグループの情報システムやビジネスにおいて重要なミッションを果たす役割であることから、HDS 連結営業利益について一定の責任を負っていると考えま

す。そのため、この指標を採用します。 

  

●IMS の自社の営業利益 

IMS は一方で、自社の事業における採算性も求められており、IMS の方針としても自社の営業利益水準を高めていく方針を掲げています。このような中で、IMS の自社

営業利益水準を業績評価指標とすることは必要なことと捉え、この指標を採用します。 

  

●IMS のアクションプランの進捗度 

IMS の収入は前年の百貨店業績に連動していることや、情報システムやビジネスのテクノロジーについて先んじて取り組みを提案・推進する役割を担っていることから、そ

の進捗の確認に必要な KPI を指標として採用します。 

 

 


